
群馬大学大学院理工学府 高度技術補佐員（パート）公募要領 

１． 職  種  高度技術補佐員 

 

２． 事業者名  国立大学法人群馬大学 

 

３． 勤務場所 【雇入れ直後】 

国立大学法人群馬大学理工学部 

〒３７６－８５１５ 群馬県桐生市天神町１－５－１ 

【変更の範囲】 

        変更なし 

        ただし、大学内の組織改編等により異動することがあります。 

４． 勤務内容  【雇入れ直後】 

高分子材料の合成及び評価解析に係る実験・研究補助業務 

        （教員との打合せを踏まえ、自己の判断に基づき試料調製及びデータ解

析を実施する業務を含む） 

【変更の範囲】 変更なし 

 

５． 採用予定人数 １名 

 

６． 学  歴  担当する業務に必要な専門的な知識，技術等の修得に係る大学又は 

これに準ずる専門的な学校の卒業（修士以上が望ましい） 

 

７． 資  格  大学又は研究機関における、「４.勤務内容」に関連する教育研究補助 

歴が３年以上あること。 

 

８． 身  分  非常勤（パート教職員） 

 

９． 雇用期間  ２０２５（令和７）年４月１日以降できるだけ早い時期から２０２６（令 

   和８）年３月３１日まで 
※任期は年度契約で、大学が認めた場合、更新することができます。              
※最長雇用期限： ２０３０（令和１２）年３月３１日 

【更新の判断基準】 
        ・契約期間満了時の業務量により判断する 

・労働者の勤務成績、勤務態度、健康状態により判断する 
・労働者の能力により判断する 
・予算の多寡により判断する 
・従事している業務の進捗状況により判断する 
 

１０． 試用期間 なし 

 

１１． 勤務時間 週１０時間～週３０時間の勤務（詳細な時間は相談に応じます） 

      （例）月曜日から金曜日９時００分から１６時００分（休憩６０分間含む） 

       １日６時間 週３０時間勤務 

 

１２．給与手当 国立大学法人群馬大学非常勤教職員就業規則による 
【給与】時給１，１００円（毎月末締の翌月２１日払） 
    ただし，以下の学歴・学位を有する場合は，対応する時給とす

る。 
    担当する業務（「４．勤務内容」に掲げる業務をいう）に必要な

専門的な知識，技術等の修得に係る大学又はこれに準ずる専門
的な学校の卒業 

１， ２５０円 



【手当】通勤手当支給 

（通勤２㎞以上の交通機関利用者及び自家用車等利用者に限る） 

超過勤務手当（時間外労働を命ぜられた場合） 

１３． 休日等   土曜・日曜・祝日、年末年始（１２／２９～翌年１／３）、年次有給休暇 

     あり。 

 

１４． その他の労働条件 時間外労働あり、労災保険に加入 

（勤務時間が週２０時間以上の場合、社会保険・雇用保険にも加入） 

          

１５． 選考方法 書類選考の上、面接を実施し、採否を決定します。 

        なお、面接のための交通費は自己負担とします。 

 

１６． 応募締切  ２０２５（令和７）年２月１４日（金）１７時必着 

※ただし、採用者が決まり次第締め切ります。 

 

１７． 面接日   面接の対象となる方には別途詳細を連絡致します。 

       なお、面接実施の際の交通費は自己負担となります。 

 

１８． 面接結果 結果は電子メールで通知します。 

 

１９． 応募方法  

① 履歴書（写真貼付、連絡先（住所・電話・メール）、職歴、取得学位を含む） 

② 学位記写し（大卒以上の学位記写し） 
 

以上のファイルを合計１０MB 以下にし、電子メールで以下の送付先まで提出してください。 
 

２０． 書類送付先 【e-mail送付先】 
E-mail ：tachibana@gunma-u.ac.jp 

 

２１． 問い合わせ先  

群馬大学大学院理工学府 橘熊野 E-mail ：tachibana@gunma-u.ac.jp 

 

２２． 受動喫煙防止措置の状況 敷地内禁煙（屋外に喫煙場所設置） 

 

２３． その他 提出していただいた書類は、採用審査のみに使用します。 

正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。 

        応募書類は返却しませんので、あらかじめご了承下さい。 

面接に係る旅費等必要経費は自己負担とします。 

※定年年齢：６５歳 
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